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環境基本法
（基本理念）
・良好な環境を将来へ引き継ぐ
・経済発展と環境保全を両立する
・地球温暖化対策などの国際的な環境問題に貢献する

環境基本計画（第１５条）

廃棄物処理に関する法体系と計画の位置付け

循環型社会形成推進基本法

・社会の物質循環の確保
・天然資源の消費の抑制
・環境負荷の低減

循環型社会形成推進基本計画（第１５条）

廃棄物処理法
・廃棄物の発生抑制
・廃棄物の適正処理
・廃棄物の処理施設の設置規制
・廃棄物処理業者に対する規制
・廃棄物処理基準の設定

廃棄物処理基本方針

資源有効利用促進法
・再資源のリサイクル
・リサイクル容易な構造・
材質等の工夫
・分別回収のための表示
・副産物の有効利用の促進

資源有効利用促進基本方針

再資源化事業等高度化法
・再資源化、再資源化事業等の高度化の底上げ

プラスチック資源循環法
・素材に着目した包括的な法制度

各種リサイクル法
・多種多様な個別物品の特性に応じた規制
容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、
建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法

福島県総合計画

福島県循環型社会形成に関する条例
（基本理念＝循環の理念）
・自然循環の保全、物質循環の健全な保全
・適正な資源循環の確保・持続的な地域内での資源循環
・心の豊かさ・環境負荷低減の生活様式・行動様式への転換

福島県循環型社会形成推進基本計画
（第１０条）

福島県環境基本条例
（基本理念）
・環境の恵沢の享受と継承
・人と自然との共生
・環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築
・県の経験、技術等を生かした地球環境の保全

福島県環境基本計画（第１０条）

福島県廃棄物処理計画
・廃棄物基本方針に則り、廃棄物処理法
に基づき策定する法定計画
・本県の廃棄物対策の基本となる計画

資料１－１

令和８年６月１６日
一 般 廃 棄 物 課
産 業 廃 棄 物 課

国計画 県計画



資源の有効な利用の促進に関する基本方針

事業所管大臣※１等は、資源の使用の合理化、再生資源※２、再生部品※３の利用の総合的
推進を図るための方針を策定し公表する

特定省資源
業種

特定再利用
業種

指定省資源化
製品

指定再利用
促進製品

指定表示
製品

指定再資源化
製品

指定副産物

•パルプ製造、
紙製造

•無機、有機化
学工業製品
製造

•製鉄、製鉄・製
鋼圧延

•銅精錬・精製
•自動車製造

•紙製造
•ガラス容器製造
•建設
•硬質塩ビ製の
管・管継手製造

•複写機製造

•自動車
•家電製品
•パソコン
•ぱちんこ遊技機
•金属製家具
•ガス・石油機器

•自動車
•家電製品
•パソコン
•ぱちんこ遊技機
•金属製家具
•ガス・石油機器
•浴室ユニット、
システムキッチン

•小形二次電池
使用機器

• スチール製、
アルミ製缶

•ペットボトル
•小形二次電池
•塩ビ製建設資材
•紙製容器包装、
プラスチック製
容器包装

•パソコン
•小形二次電池

•電気業の石炭灰
•建設業の土砂、
コンクリート、
アスファルト、
木材
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※１ ： 経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣、環境大臣
※２ ： 使用済みの物品又は工場等で発生する副産物のうち、有用なもので原材料として利用できるもの
※３ ： 使用済みの物品のうち、有用なもので部品その他製品の一部として利用できるもの

関係者の責務

事業者 消費者 国・地方公共団体

・使用済部品及び副産物の
発生抑制のための原材料
の使用の合理化
・再生資源・再生部品の利用
・使用みの物品、副産物の再
生資源・再生部品としての
利用の促進

・製品の長期間使用
・再生資源を用いた製品の利
用・分別回収への協力など再
生資源の利用等の促進
・国・地方公共団体及び事業者
の実施する措置への協力等

・資金の確保等の措置
・物品調達における再生資源の
利用等の促進
・科学技術の振興
・国民の理解を求める努力 等

•副産物の発
生抑制、再生
資源の利用
促進に取り組
む

•再生資源、再
生部品の利
用促進に取り
組む

•製造事業者
は、原材料等
の使用の合
理化、長期間
の使用の促
進、使用済物
品の発生抑
制に取り組む

•製造事業者
は、再生資
源・再生部品
の利用を促
進に取り組む

•製造事業者、
輸入事業者
は、分別回収
の促進ため
の表示を行う

•製造事業者、
輸入事業者
は、使用済製
品の自主回
収・再資源化
に取り組む

•副産物の再
生資源として
の利用の促
進に取り組む



廃棄物の減量その他適切な処理に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るための基本的な方針
廃棄物の減量その他適正な処理に関する基本的な方向、目標の設定、施策を推進するた
めの基本的な事項、廃棄物の処理施設の整備、非常災害時における施策の推進を図るた
めの必要な事項を策定し公表する

廃棄物処理基本方針の変更
○令和５年６月３０日
2050年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化の推進、地域循環共生圏の構築推進、
ライフサイクル全体での徹底した資源循環の促進等、廃棄物処理を取り巻く情勢が変化
していることを踏まえ、
廃棄物分野における脱炭素化の推進、
循環経済への移行に向けた取組の推進、
廃棄物処理施設整備の広域化・集約化、
デジタル技術の活用等による動静脈連携
などに関する変更を行った。

○令和７年２月１８日
令和６年８月に決定された第五次循環型社会形成推進基本計画と整合させる形で、廃棄
物の減量化の目標量等を変更を行った。

各主体の役割

国民 事業者 地方公共団体 国

・商品の購入の際、環
境に配慮された商品
の選択
・廃棄物の排出抑制
・リユース、分別排出
など

・廃棄物の排出抑制
・物の製造、加工、販
売時の配慮
・リサイクルの推進
・廃棄物の適正な処
理の確保 など

・廃棄物の分別収集、
リサイクルの推進
・廃棄物の適正な処
理を確保するための
取組
・廃棄物処理の広域
化・集約化 など

・各種法制度の整備、
適切な運用
・国民、事業者、地方
公共団体の取組の
促進・支援
・廃掃法の特例制度
等の円滑な運用 な
ど
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